
こ
の
基
準
は
、
当
時
の
耐
火
構
造
共
同
住
宅

の
ほ
と
ん
ど
が
、
民
間
住
宅
も
含
め
、
４
〜
５

階
建
て
で
住
戸
面
積
も
30
〜
50
平
方
メ
ー
ト
ル

程
度
で
あ
り
、
設
計
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
少
な

い
、
と
い
う
状
況
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
て
い

ま
す
。
共
同
住
宅
の
水
準
が
こ
の
程
度
で
あ
る

限
り
、
こ
の
基
準
に
合
わ
せ
て
設
計
す
る
と
、

防
火
安
全
性
が
十
分
確
保
さ
れ
、
建
設
す
る
側

に
も
住
む
側
に
も
無
理
や
不
都
合
が
な
く
、一

方
、
消
防
用
設
備
等
の
設
置
及
び
維
持
の
た
め

の
コ
ス
ト
を
大
幅
に
削
減
で
き
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
公
的
住
宅
供
給
主
体
は
標

準
設
計
を
こ
の
基
準
と
整
合
さ
せ
、
民
間
マ
ン

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、
多
く
は
こ
の
基
準
に
従
っ

て
造
ら
れ
ま
し
た
。

共
同
住
宅
の
大
量
供
給
が
始
ま
る
直
前
に
こ

の
基
準
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
日
本
の
防
火
安

全
に
と
っ
て
幸
運
で
し
た
。
結
果
的
に
、
日
本
の

共
同
住
宅
の
古
い
ス
ト
ッ
ク
の
大
部
分
が
こ
の
基

準
に
従
って
建
設
さ
れ
、
消
防
用
設
備
等
が
な
い

反
面
、
防
火
安
全
性
の
高
い
構
造
・
設
計
を
有

す
る
も
の
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
時
期
が
も

う
少
し
遅
れ
て
い
れ
ば
、
今
頃
、
消
防
用
設
備

等
が
老
朽
化
し
か
つ
防
火
安
全
性
の
低
い
設
計

の
古
い
共
同
住
宅
の
ス
ト
ッ
ク
を
大
量
に
抱
え
、

そ
の
対
策
に
悩
ん
で
い
た
と
思
う
か
ら
で
す
。

昭
和
40
年
代
の
後
半
に
な
り
、
共
同
住
宅

の
高
層
化
や
住
戸
の
大
型
化
、
設
計
の
多
様

化
等
が
進
ん
で
く
る
と
、
１
１
８
号
通
知
の
限

界
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
最
大
の
問
題
は
、
１
１
８
号
通
知
が
高

層
共
同
住
宅
の
出
現
を
予
想
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
で
す
。（
表
）に
掲
げ
た
要
件
を
満
足
す

れ
ば
、
消
防
用
設
備
等
を
全
く
設
置
せ
ず
に

高
層
共
同
住
宅
を
建
設
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
い
か
に
も
問
題
で
し
た
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
１
１
８
号
通
知
当
時
は

平
均
住
戸
規
模
が
小
さ
か
っ
た
た
め
、「
二
方
向

避
難
」と
い
う
概
念
が
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
こ

の
た
め
、
避
難
路
と
し
て
の「
バ
ル
コ
ニ
ー
」の

位
置
づ
け
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
バ
ル
コ
ニ
ー

は
、
地
面
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
共
同
住
宅
の
各

住
戸
に
と
っ
て
は「
庭
」と
類
似
の
使
い
勝
手
を

持
つ
空
間
で
、
日
本
の
よ
う
な
気
候
風
土
で
普

通
の
家
庭
生
活
を
営
む
場
合
に
は
、
住
み
手
の

側
か
ら
高
い
ニ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

こ
の
通
知
は
、
昭
和
35
年
に
改
正
さ
れ
た
消

防
法
の
施
行
日
か
ら
４
カ
月
後
に
、
公
営
住
宅

や
公
団
住
宅
の
建
設
主
体
と
連
携
を
と
っ
て
作

成
さ
れ
、
公
営
住
宅
等
に
お
け
る
防
火
管
理
者

の
選
任
に
関
す
る
特
例
運
用
の
方
法
な
ど
と
と

も
に「
消
防
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
共
同
住
宅

の
取
扱
に
つ
い
て
」と
し
て
通
知
さ
れ
ま
し
た
。

通
知
の
内
容
は
、
そ
の
後
の
基
準
と
比
べ
る

と
は
る
か
に
簡
明
で
、（
表
）の
要
件
を
満
た

し
た
共
同
住
宅
に
つ
い
て
は
、
消
火
器
、
屋
内

消
火
栓
、
自
動
火
災
報
知
設
備
、
非
常
警
報

設
備
、
避
難
器
具
等
の
設
置
を
免
除
で
き
る

と
し
て
い
ま
し
た
。

公
的
共
同
住
宅
の
標
準
設
計
に
も
入
っ
て
お
り
、

民
間
マ
ン
シ
ョ
ン
で
も
ご
く
普
通
に
設
置
さ
れ
た

た
め
、
バ
ル
コ
ニ
ー
の
な
い
ホ
テ
ル
の
よ
う
な
タ

イ
プ
の
共
同
住
宅
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
出
現
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
設
置
す
る
バ
ル
コ
ニ
ー

を
第
二
の
避
難
路
と
意
識
し
て
設
計
す
る
か
ど

う
か
は
、
設
計
者
に
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

１
１
８
号
通
知
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な

課
題
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
当

時
の
共
同
住
宅
の
現
状
と
将
来
の
方
向
性
を

踏
ま
え
、
昭
和
50
年
５
月
に
、
そ
の
後
の
共
住

特
例
の
原
型
と
な
る
49
号
通
知
が
通
知
さ
れ
、

１
１
８
号
通
知
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

49
号
通
知
は
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。

①「
二
方
向
避
難
」及
び
避
難
路
の
開
放
性
に

つ
い
て
の
考
え
方
を
整
理
し
た
こ
と

②
住
戸
と
共
用
部
分
の
間
の
開
口
部
の
面
積

を
原
則
２
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下（
二
方
向
避

難
が
可
能
で
避
難
路
の
開
放
性
も
確
保
さ

れ
た
住
戸
等
の
場
合
は
４
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
）と
す
る
な
ど
、
住
戸
等
の
区
画
性
能
を

詳
細
に
規
定
し
た
こ
と

③
消
防
用
設
備
等
ご
と
に
、
そ
の
特
性
を
考

慮
し
て
緩
和
条
件
を
設
定
し
た
こ
と（
全
設

備
一
律
の
条
件
で
は
な
い
こ
と
）

④
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
つ
い
て
は
、
規
則

13
条（
現
行
の
消
防
法
施
行
規
則
第
13
条
第

１
項
。
内
装
制
限
と
開
口
部
面
積
の
制
限

が
な
さ
れ
、
耐
火
構
造
の
壁
と
床
で
囲
ま
れ

た
床
面
積
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部

分
に
つ
い
て
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の

設
置
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
す
る
規
定
）の

存
在
を
前
提
と
し
て
、
各
住
戸
に
つ
い
て
は

言
及
せ
ず
、
室
面
積
が
１
０
０
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る「
共
用
室
」に

つ
い
て
の
み
条
件
を
示
し
た
こ
と

⑤
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
の
要
否
に
つ
い

て
、
階
数
や
避
難
性
能（
二
方
向
避
難
の
可

否
・
避
難
路
の
開
放
性
等
）に
応
じ
た
細
か
い

条
件
を
示
す
と
と
も
に
、
同
設
備
を
設
置
す

る
場
合
の
感
知
方
式
、
鳴
動
方
式
等
を
共
同

住
宅
の
特
性
に
合
わ
せ
た
も
の
と
し
た
こ
と

⑥
３
階
以
上
の
階
に
あ
る
住
戸
の
床
面
積
制
限

を
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
し
た
こ
と

共
同
住
宅
特
例
基
準
と

特
定
共
同
住
宅
等 

そ
の
2

予防塾選講
～第27回～

東京理科大学大学院
国際火災科学研究科
教授
小林恭一 博士（工学）

最
初
の
特
例
基
準
は
、
昭
和
36
年
に
公
営
住
宅
等
の

運
用
基
準
の
一
環
と
し
て
通
知
さ
れ
、
当
時
の
共
同
住

宅
の
事
情
を
背
景
に
、
民
間
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
含
め
て

広
く
普
及
し
ま
し
た
が
、
高
層
化
や
住
戸
の
大
型
化
、

設
計
の
多
様
化
な
ど
に
伴
い
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

昭
和
50
年
に
49
号
通
知
と
し
て
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
の
基
準
1
1
8
号
通
知

（
昭
和
36
年
）

49
号
通
知（
昭
和
50
年
）

1
1
8
号
通
知
の
課
題

（表）118号通知の特例適用条件
内　　容

①　住戸間区画を耐火構造とす
ること
②　共用部分との間の開口部面
積を制限（4平方メートル以
下）すること
③　当該開口部には甲種防火戸
を設置（開放廊下に面してい
れば不要）すること
④　共用部分を不燃化すること
⑤　3階以上の階にある住戸の
床面積を制限（70平方メー
トル以下）すること


